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「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間」 

の現状について 
 

 

当社は、株式交換による株式会社アスクレピオスの子会社化に起因し、平成19年９月１

日より平成23年３月31日までを期日とした「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予

期間」に入っております。当該猶予期間の現状について以下の通りお知らせいたします。 

 

１．猶予期間入りの経緯 

当社は、事業基盤を強化し、創薬事業を核とした成長戦略を加速させ、グループとして

の企業価値の最大化を図ることを目的として株式会社アスクレピオスを株式交換により子

会社化しましたが、実質的な存続会社は、当社ではないとの東京証券取引所の判断により、

当該株式交換の効力発生日である平成19年９月１日より新規上場に準じた審査を受けるた

めの合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間に入っております。尚、株式会社ア

スクレピオスは平成20年3月19日に、東京地方裁判所により破産手続開始決定がなされ現在

破産手続中であります。 

 

２．猶予期間の期限等 

猶予期間の最終日となる平成23年３月31日までに新規上場審査基準に準じた基準に適

合しているか確認できない場合は、その翌日から監理銘柄（確認中）に指定されます。 

また、猶予期間終了後の最初の有価証券報告書提出日から起算して８日目の日（休業日は

除く）までに申請を行わない場合は、上場廃止となる銘柄として整理銘柄に指定されるこ

ととなりますが、猶予期間終了後は、申請が受け付けられた時点で監理銘柄（審査中）に

指定されます。 

 

３．猶予期間解除に向けた取り組みの状況 

 当社は現在、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査を受けるた

め、東京証券取引所の定める審査基準に則った申請準備を進めております。審査申請には

取引参加者（証券会社）の確認書提出が規定されているため複数の証券会社に対して幹事

証券就任を打診しておりますが、現時点では、いずれからも受諾する旨の返答を得るには

至っておりません。当社は、引き続き当該猶予期間の解消に向け全力を尽くして取り組ん

で参ります。 

 

以 上 


